
こ
の
「
取
組
方
針
」
は
、
地
方
の

現
業
職
員
の
給
与
が
高
す
ぎ
る
と
し

昨
年
7
月
に
総
務
省
が
各
自
治
体
に

策
定
、
公
表
を
指
示
し
た
も
の
で
す
。

総
務
省
は
「
取
組
方
針
」
中
に
、

類
似
す
る
職
種
の
民
間
給
与
と
の
比

較
デ
ー
タ
を
公
表
す
る
こ
と
や
、
給

料
表
、
昇
給
制
度
の
見
直
し
、
民
間

委
託
の
推
進
、
職
員
数
の
削
減
な
ど

に
つ
い
て
記
載
す
る
よ
う
求
め
て
い

ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
労
使
交
渉
に

よ
り
確
立
し
て
き
た
現
業
職
員
の
労

働
条
件
、
制
度
を
否
定
し
か
ね
な
い

内
容
で
す
。

民
間
給
与
と
の
比
較
に
つ
い
て
も
、

賃
金
セ
ン
サ
ス
（
厚
生
労
働
省
の
賃

金
構
造
基
本
統
計
調
査
）
の
デ
ー
タ

と
の
比
較
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
企
業
規
模
、
雇
用
形
態
、
経
験

年
数
の
相
違
な
ど
が
無
視
さ
れ
た
も

の
と
言
わ
ざ
る
得
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
、
現
業
職
員
の
労
働
条

件
の
変
更
を
含
ん
だ
「
取
組
方
針
」

を
一
方
的
に
策
定･

公
表
を
さ
せ
る

総
務
省
の
方
針
に
は
問
題
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。

現
業
評
議
会
は
、
「
取
組
方
針
」

の
公
表
期
限
が
迫
る
3
月
14
日
、
現

業
交
渉
を
行
い
県
当
局
か
ら
「
取
組

方
針
」
の
案
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

県
当
局
は
、

①
賃
金
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
民
間
労
働

者
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
比
較
方

法
に
問
題
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る

が
、
総
務
省
の
指
示
で
あ
り
や
む
を

得
な
い
。

②
給
与
の
見
直
し
の
基
本
的
な
考
え

方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
本
県
が

す
す
め
て
き
た
給
与
制
度
の
見
直
し
、

職
員
定
数
の
削
減
の
取
組
み
等
を
述

現
業
評
議
会
で
は
県
当
局
か
ら
の

提
示
に
先
立
ち
、
こ
の
「
取
組
方
針
」

問
題
に
つ
い
て
昨
年
12
月
の
定
期
大

会
や
2
月
の
役
員
学
習
講
座
な
ど
で

情
勢
学
習
を
行
い
問
題
点
の
確
認
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

提
示
さ
れ
た
「
取
組
方
針
」
案
は
、

現
業
職
員
の
給
与
水
準
引
き
下
げ
、

定
数
削
減
と
い
う
総
務
省
の
方
針
に

追
随
す
る
も
の
で
、
問
題
視
せ
ざ
る

べ
、
引
き
続
き
適
正
化
に
努
め
て
い

く
。

③
具
体
的
な
取
組
事
項
と
し
て
、
平

成
21
年
度
末
ま
で
を
目
途
に
今
後
の

「
業
務
の
あ
り
方
」
を
整
理
し
職
員

定
数
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
、
給
料

表
、
昇
給
制
度
等
の
あ
り
方
を
検
討

し
、
給
与
制
度
の
適
正
化
を
図
る
。

④
現
業
職
員
の
総
人
件
費
を
、
「
給

与
制
度
の
適
正
化
」
と
「
職
員
定
数

の
適
正
化
」
に
よ
り
、
今
後
５
年
間

の
削
減
目
標
を
明
記
す
る
。
今
後
、

課
題
に
つ
い
て
は
、
組
合
と
十
分
話

し
合
い
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

な
ど
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

を
得
ま
せ
ん
。

ま
た
取
組
事
項
と
し
て
、
具
体
的

な
給
与
の
引
き
下
げ
や
任
用
替
え
な

ど
の
記
述
は
さ
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、

給
料
表
、
昇
給
制
度
等
の
あ
り
方
の

検
討
や
、
民
間
委
託
化
、
非
常
勤
化

な
ど
を
前
提
と
し
た
「
業
務
の
あ
り

方
」
を
整
理
し
職
員
定
数
の
削
減
を

明
記
す
る
な
ど
、
今
後
の
重
大
な
問

題
を
含
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
国
か
ら
の
強
い
圧
力
の

中
、
こ
の
「
取
組
方
針
」
案
の
策
定
・

公
表
に
つ
い
て
は
や
む
を
得
な
い
と

判
断
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
予
想
さ

れ
る
「
取
組
方
針
」
に
基
づ
く
様
々

な
見
直
し
に
は
、
現
業
評
議
会
の
総

力
を
あ
げ
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

公
表
さ
れ
た
「
取
組
方
針
」
は
、

裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

愛知県職連合会
現 業 評 議 会
名古屋市中区三の丸2-3-2

愛知県自治センター
代 表 052-951-4036
Ｆ Ａ Ｘ 052-972-0649
www.aichikenshoku.gr.jp
gengyou08@aichikenshoku.gr.jp

2008年４月17日

№ 0803

○ 現業職員の給与等の

見直しに向けた取組方針

○ 現評レク、募集

当 面 の 日 程
◇ 支部等代表者会議
５月10日(土)

午後１時30分～４時
アイリス愛知

◆ 本部役員会議
５月10日(土)

午前10時30分～12時
アイリス愛知

◆ 第２回 現評評議員会
６月21日(土) 午後１時30分

総
務
省
が
19
年
度
中
に
公
表
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
た

「
現
業
職
員
の
給
与
見
直
し
取
組
方
針
」
に
つ
い
て
、
県
当

局
は
3
月
31
日
、
発
表
し
ま
し
た
。

こ
の
「
取
組
方
針
」
で
は
現
業
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、

「
給
与
制
度
及
び
職
員
定
数
の
適
正
な
管
理
に
よ
る
総
人
件

費
の
削
減
に
取
り
組
み
ま
す
」
と
し
て
い
ま
す
。
給
与
水
準

の
引
き
下
げ
な
ど
の
具
体
的
な
方
針
は
盛
り
込
ま
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
組
合
は
今
後
も
現
業
が
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

◆
◇

現

評

さ

ま

◇

◆
最
近
、
「
格
差
」
と
い
う
言

葉

を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、

「
差
別
」
と
ど
う
違
う
の
で

し
ょ
う

か
。

「
格
差
」
は
あ
く
ま
で
差
だ

か
ら
、
自
分
で
差
を
あ
る
程
度

埋
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
、

「
差
別
」
は
、
社
会
的
な
制
度
や

偏
見
な
ど
か
ら
、
容
易
に
は
、

無
く
な
ら
な
い
し
、
差
な
ど
と

て
も
埋
め
る
こ
と
が
出
来
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

我
々
は
、
「
格
差
」
・
「
差

別
」
ど
ち
ら
と
闘
っ
て
い
る
る

で
し
ょ
う
か
？

し
か
し
、
ど
ち
ら
も
人
間
が

作
り
出
し
た
差
だ
か
ら
、
我
々

自
身
が
努
力
す
れ
ば
、
い
ず
れ

は
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
、

共
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

日 程：2008年７月５日(土)～６日(日)
行き先：伊豆・箱根と伊東温泉
宿泊先：サンハトヤ ♪♪伊東に行くならハトヤ♪
参加費：１９，８００円 お値打ち、現評価格
※ 共済組合の宿泊利用補助(3,000円)、互助会の
カフェテリアプラン(12,000円)を利用できます。

申込等詳細は、チラシをご参照ください。

これまでの経過
07年3月、安倍首相（当時）は参議院選挙

にむけて「技能労務職員の給与及び同種の民

間部門の給与に係る実態調査と両者の比較な

どの公表」を指示。6月には「骨太方針2007」

で、「公務員給与について、特に民間事業者

と比べて水準が高いとの指摘のある技能労務

職員を始めとして、地域の民間給与をより一

層反映させる」と明記しました。

これをもとに総務省は、7月、自動車運転

手、守衛など７職種の技能労務職員の平成18

年４月分の平均給与月額等を、類似する民間

企業従業員のデータと比較して公表し、合わ

せて現業職員の給与等の総合的な点検の実施

を行い、給与等の見直しに向けた取組方針を

策定して、19年度中に公表することを各県に

指示しました。

さらに総務省は、12月、各県の実施状況を

調査するとともに、ヒヤリングの実施を通知。

愛知県も、総務省に呼ばれヒヤリングを受け

ています。



技能労務職員等の給与等の 

見直しに向けた取組方針  （平成 20年３月 31日 愛知県 発表） 
全文は、愛知県人事課のホームページに掲載されています。 

URL http://www.pref.aichi.jp/jinjika/image/torikumihoushin.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本県技能労務職員等の「職種別の職員数・平均年齢・平均給与月額等の状況」

及び「給与制度に関する事項」の概要は、次のとおりです。 
（平成 19 年 4 月 1 日現在） 

Ⅰ 職種別の職員数・平均年齢・平均給与月額等の状況（単位：人・歳・千円） 

 
※１ 知事部局・教育委員会・警察本部及び病院事業庁に在職する職員の状況である。 

２ 職員数の（ ）内は、正規職員以外（再任用短時間勤務職員及び非常勤嘱託員等）の内

数である。 

３ 本県職員の「平均給与月額」は、給料のほか、扶養手当・地域手当・通勤手当・特殊

勤務手当・時間外手当等の各種手当を含んだ額であり、正規職員以外の者の給料等は40 

時間（正規職員の勤務時間数）に換算した後の額を基に算出している。 

 

《参 考》 

【賃金構造基本統計調査による県内の民間労働者の状況】 （単位：歳・千円） 

 
※ 総務省が賃金構造基本統計調査を基に独自集計した常用労働者のうち一般労働

者に係るデータ（Ｈ16～Ｈ18 の３か年平均）である。 

 

Ⅱ 給与制度に関する事項 

    （省略） 
 

 
技能労務職員等の給与等について、給与制度及び職員定数の適正な管理による総人件費の削減に取り組みます。 

 

 
◎技能労務職員等について、平成21 年度末までを目途に、今後の「業務のあり方」を整理する。 

 
◎技能労務職員等に係る総人件費を、今後５年間で約２割の削減に取り組む 【目標年次：平成24 年度】 

→「給与制度の適正化」と「職員定数の適正化」を進め、５年後の平成 24 年度に約２割削減することを目標に
取り組みを進めます。 

           
◎技能労務職員等に係る「特殊勤務手当」の見直し 【目標年次：平成21 年度】 

→現行の支給基準や支給額、支給方法を総点検し、社会情勢の変化を踏まえた見直しを行います。 
 

（
２
）

 
愛
知
県
職
員
組
合
連
合
会
現
業
評
議
会
機
関
紙
 
「
現
評
」

 


